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○古賀市企業立地促進条例施行規則 

平成２７年１２月２１日 

規則第２５号 

改正 平成２９年３月３１日規則第５号 

平成２９年１２月２２日規則第１８号 

令和３年６月２８日規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、古賀市企業立地促進条例（平成２７年条例第３８号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（取得価格） 

第３条 条例第２条第９号に規定する取得価格は、地方消費税及び消費税を含み、仲

介手数料、登記費用、登録費用及び収入印紙代並びに地方消費税及び消費税以外の

税その他取得に付随する手続に関する費用を含まないものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（指定の申請） 

第４条 条例第６条に規定する申請は、操業開始日から１月以内に指定事業者指定申

請書（様式第１号）に必要な書類を添付して市長に行うものとする。ただし、この

規則の施行日（以下「施行日」という。）前に事業開始をした事業者は、平成２８

年１月３１日までに行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、指定の可否を決

定し、指定事業者決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（事前協議） 

第５条 条例前条第１項の申請をしようとする事業者は、家屋等の建設に着手する前

までに事前協議を行うよう努めるものとする。ただし、施行日前に家屋等の建設に

着手した事業者は、平成２８年１月３１日までに行うものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 



2/22 

（固定資産税課税免除の申請） 

第６条 固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、操業開始日の属する

年度の１月１日から１月３１日まで（操業開始日が１月２日から３月３１日までの

間に属する場合は、翌年度の１月１日から１月３１日まで）に固定資産税課税免除

申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、

平成２７年１月１日までに事業開始をした指定事業者は、平成２８年１月３１日ま

でに申請するものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、課税免除の可否

を決定し、固定資産税課税免除決定通知書（様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（雇用奨励金の申請） 

第７条 雇用奨励金の受付を受けようとする指定事業者は、操業開始日から起算して

１年６月を経過した日以後直近の１月１日から１月３１日までに雇用奨励金交付申

請書兼実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添えて市長に申請しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請及び実績報告があったときは、当該申請及び実績内容を雇用

実績調査確認書（様式第６号）により審査のうえ、交付の可否の決定及び交付額の

確定を行い、雇用奨励金交付決定兼確定通知書（様式第７号）により申請者に通知

するものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（本社等立地交付金の申請） 

第８条 本社等立地交付金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始日から起

算して１年を経過した日以後直近の１月１日から１月３１日までに本社等立地交付

金交付申請書兼実績報告書（様式第８号）に必要な書類を添えて市長に申請しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の申請及び実績報告があったときは、当該申請及び実績内容を本社

等立地実績調査確認書（様式第９号）により審査のうえ、交付の可否の決定及び交

付額の確定を行い、本社等立地交付金交付決定兼確定通知書（様式第１０号）によ
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り申請者に通知するものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（申請内容の変更） 

第９条 指定事業者は、第４条第１項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに

指定事業者指定申請内容変更申請書（様式第１１号）に必要な書類を添付して市長

に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、指定内容変更の

承認の可否を決定し、指定事業者指定申請内容変更承認決定通知書（様式第１２

号）により申請者に通知するものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（地位承継） 

第１０条 条例第９条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする事業者は、

速やかに指定事業者地位承継申請書（様式第１３号）に必要な書類を添付して市長

に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、地位承継の承認

の可否を決定し、指定事業者地位承継承認決定通知書（様式第１４号）により申請

者に通知するものとする。 

（繰上げ（令３規則第１８号）） 

（事業の廃止等の届出） 

第１１条 条例第１０条に規定する届出は、事業廃止（休止）届（様式第１５号）に

より行うものとする。 

（繰上げ（令３規則第１８号）） 

（指定の取消し等） 

第１２条 市長は、条例第１１条の規定により指定事業者の指定を取り消したとき

は、指定事業者指定取消通知書（様式第１６号）により当該指定事業者に通知する

ものとする。 

（繰上げ（令３規則第１８号）） 

（返還金に対する遅延損害金） 

第１３条 条例第１１条の規定により雇用奨励金又は本社等立地交付金の返還を命じ
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られ、これを期限までに納付しなかった事業者は、古賀市分担金等の延滞金徴収条

例（昭和４１年条例第２３号）第２条の規定により算出した延滞金相当額を市に納

付しなければならない。 

２ 市長は、前項の場合において、真にやむを得ない事情があると認められるとき

は、延滞金相当額の全部又は一部を免除することができる。 

（繰上げ（令３規則第１８号）） 

（事業の報告等） 

第１４条 指定事業者は、操業開始をした事業の状況について、毎年度終了後１月以

内に、事業状況報告書（様式第１７号）により、操業開始日の属する年度から１０

年度分を市長に報告しなければならない。ただし、平成２６年度分の報告について

は、平成２７年度終了後１月以内に行うものとする。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

（補則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

（改正、繰上げ（令３規則第１８号）） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第５号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年６月２８日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の古賀市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に指定事業者の申請をする者について適

用し、この規則の施行の際現に指定事業者の決定を受けている者及び施行日前に指

定事業者の申請を行った者については、なお従前の例による。 
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